
会員の皆様 
中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 

臨時総会と省庁交渉のご案内 

 
暑かった夏も過ぎ、心地よい秋風の季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでし

ょうか。 
ご存知のように、この夏以来アスベスト問題が大々的に取り上げられてまいりまし

たが、患者と家族の会にも、多数の取材や問い合わせが寄せられてきました。また、

政府や各省庁はアスベスト対策を検討し始めています。 
このような動きにすばやく対応するために、新たに会長・副会長・各担当を設け、

事務局を中心に役割の分担を決める必要が生じました。 
また、動きの対応に終始せずに、患者と家族の会からも積極的に世の中に訴えるべ

く、今年度の活動方針も変更する必要が出てまいりました。具体的に、アスベスト基

本法の制定を目指し、省庁交渉も頻繁に行うことなどを検討しています。 
このような会の運営の重要な変更に関しましては、臨時の総会を開き、会員の皆様

のご意見やご承認をいただき、規約の変更を行う必要があります。 
急なことで恐縮ですが、皆様のご出席をお待ち申し上げます。 
 

① 臨時総会 
時：１１月９日（水曜日）午前１０時半より（１時間程度） 
所：弁護士会館 ５階 東京弁護士会会議室５０２C（丸の内線霞ヶ関駅下車） 
 
ご欠席の方は、同封いたしました委任状にご署名押印のうえ、必ずご返信ください。 
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また当日は、総会・昼食後に、関係各省庁との交渉の場を設けました。 

アスベストセンターと合同で、“石綿問題に関する質問及び要望”を行います。 
今後継続してまいりますがその第１回目です。ぜひ、ご参加ください。 
 
② 省庁交渉 
時：午後１４時より（９０分程度） 
所：永田町合同庁舎 １階 共用第一会議室（国会図書館前・全員で移動します。） 
 
その後、１６時半からは厚生労働省にて記者会見を行い、懇親会も予定しております。 
 
ご不明な点は、患者と家族の会 事務局 植草までお願いいたします。 
電話：０１２０－１１７－５５４ FAX：０３－３６３７－５０５２ 


